
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 公民館では、次の内容を支援します！ 
 
 
 
 

  

 

★申込 ： ３月１日（日）までに公民館窓口へ  
日頃の学習や活動の成果を活かして、地域住民のために役立つ取り組みをして 

みたい方や、サークルメンバーを増やして活動を活性化したい団体の方… 

お待ちしています！！ 

 

お問い合わせ・ご相談 

橋本公民館電話:０４２（７７１）１０５１ 

同同一一メメンンババーーがが継継続続ししてて参参加加すするる、、  

１１事事業業２２回回以以上上ののププロロググララムムにによよるる講講座座をを開開設設ででききまますす  

※※開開設設事事業業はは、、公公民民館館でで選選考考しし決決定定ししまますす  

文化・環境・健康・福祉・国際化・情報化・経済・地域課題・趣味・ 

スポーツ・レクリエーションなど、幅広いテーマでの実施が可能です。 
 

○公民館施設や付帯設備の確保（使用料はかかりません） 

○広報活動の一部補助 

○講座参加者申込みの受付 

○講師謝礼・保育謝礼の一部補助（要相談） 
 

事業開設を希望する団体・個人の方は、申込み前に公民館に

ご相談ください。窓口にて開設条件、申込み方法や開設まで

の流れについて説明後、開設申込書をお渡しいたします。 

★月曜日及び祝日の翌日を除く、午前９時から午後５時までにお願いします 

 


